
定時制課程の学費等について 

 

本校に入学される方には、下記のような納入金があります。 

 

1 入学料 

定時制課程  2,100 円 

※入学料の納付が困難な家庭については、減免制度があります。必要書類等がありますので、経営企画室にご相談ください。 

  

2 授業料 

「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する

法律」の成立により、全国一律の制度として、公立高等学校の授業料無償制度（旧制度）が廃止され、就

学支援金制度（新制度）へ移行しました。 

※就学支援金制度により、区市町村民税の「課税標準額」×6％－区市町村民税の「調整控除の額」が 30 万 4,200 円未満（令和

3 年度）であれば、国が授業料を負担します。入学時に申請書類をご提出いただき、審査をいたします。 

 ・その結果、就学支援金の支給対象とならない場合は、年額 32,400 円の授業料を負担していただくことになります。 

 

3 学校徴収金 

学年積立金、生徒会費、PTA 会費を入学時及び指定月の口座引き落としで納入していただきます。 

学年積立金は、遠足、教材購入や修学旅行の費用となります。 

※生活保護世帯、保護者全員の区市町村民税所得割額と都道府県民税所得割額を合算した額が 0 円の方には、給付金制度により一

部充当することができます。（令和 3 年度は 7 月提出の就学支援金の判定により書類提出。期限は 9 月中旬） 

 

令和 4 年度入学生納入予定額（年額）  

 給食なしの場合 

学年積立金 60,600 円   

年額合計  66,000 円 生徒会費  3,000 円   

PTA 会費 2,400 円   

  

   給食ありの場合 

学年積立金 60,600 円   

年額合計 140,800 円 
生徒会費 3,000 円   

PTA 会費 2,400 円   

給食費 74,800 円   

 


